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「北海道遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例」に

関する意見募集（パブリックコメント）の結果について 

令和７年(2025 年)１月 17 日現在 
 
道民意見提出手続きにより、道民の皆様からご意見を募集したところ、個人１人、２団体

から、10 件のご意見が寄せられました。 

 ご意見の概要（要旨）及びご意見に対する道の考え方は、次のとおりです。 
 
※「意見に対する道の考え方」のＡ～Ｅの区分について 

 Ａ 意見を受けて案を修正したもの － 

Ｂ 案と意見の趣旨が同様と考えられるもの － 

Ｃ 案を修正していないが、今後の施策の進め方等の参考とするもの ７ 

Ｄ 案に取り入れなかったもの ３ 

Ｅ 案の内容についての質問等 － 
 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方 

○ 遺伝子組換え作物の生産・試験について 

は、政府の規制に従って行えば何ら問題が 

ないことから、本条例は、撤廃すべきで 

ある。 

 

 

 

道では、遺伝子組換え作物の開放系での栽

培等を規制することによって、一般作物との

交雑や混入を防止し、生産上及び流通上の混

乱を防止し、遺伝子組換え作物の開発等に係

る産業活動と一般作物に係る農業生産活動と

の調整を図るため、条例を定めており、生産

や試験等を禁じているものではない。 

 Ｄ 

○ 本条例は、内閣府食品安全委員会が科学

的判断に基づいて設定した安全基準や、農

林水産省が国内作付けを認めた基準を否定

するものであり、国全体の法律や政策と矛

盾しているため、本道の発展を著しく阻害

するものと考える。 

 

道では、遺伝子組換え作物の開放系での栽

培等を規制することによって、一般作物との

交雑や混入を防止し、生産上及び流通上の混

乱を防止し、遺伝子組換え作物の開発等に係

る産業活動と一般作物に係る農業生産活動と

の調整を図るため、条例を定めており、生産

や試験等を禁じているものではない。 

 Ｄ 

○ 道には、内閣府食品安全委員会および農 

林水産省が科学的に検証した安全基準を住 

民や企業に正確に説明する義務がある。 

しかし、現状は、不安を煽る方向で規制 

を強化しており、道内企業や住民に過剰な 

負担を与えるだけでなく、行政の基本的役 

割である「正確な情報提供と科学的根拠に 

基づいた政策運営」に反している。 

遺伝子組換え作物・食品について、正確な

情報の共有や、ホームページやメールマガジ

ン等を活用して、分かりやすい情報の提供に

取り組み、道民の皆様の安全で安心な食品を

選ぶ機会の確保に努めてまいります。 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方 

○ 小麦、飼料に使われる大豆、子実用トウ 

モロコシの自給率向上は急務となっている 

中、低コスト、省人化、スマート農業に適 

応可能な遺伝子組換え作物は、北海道の農

家の生産性を大幅に向上させる潜在力を持

っており、農業の持続可能性が高まると同

時に、エネルギー自給率の向上にも寄与す

る事が期待される。 

道が本条例により規制を設けることで、

道内の農業発展や自給率向上を妨げるだけ

でなく、農林水産省が掲げる国産化推進の

方針とも矛盾している。 

道は、科学的根拠と国の政策に基づいた

建設的な施策を講じるべき。 

 

 道では、遺伝子組換え作物の開放系での栽

培等を規制することによって、一般作物との

交雑や混入を防止し、生産上及び流通上の混

乱を防止し、遺伝子組換え作物の開発等に係

る産業活動と一般作物に係る農業生産活動と

の調整を図るため、条例を定めています。 

また、道では、本道の酪農畜産経営を持続

的に発展させていくため、良質な自給飼料の

生産と利用の拡大を進め、道内における飼料

生産基盤のフル活用に向けた道産飼料の生産

拡大や耕畜連携の取組を推進しています。 

 

 

 

 Ｄ 

○ 世界的な食料危機への不安や、科学技術 

の進歩があったとしても、遺伝子操作を行 

った食品は、子や孫など後の世代への取り 

返しのつかない影響が懸念され、道民意識 

調査にもあるように慎重な上にも慎重であ 

るべきと考える。 

 

 

定期的に条例の点検・検証を進める中で、

道民の皆様に対し、遺伝子組換え作物及びそ

れを使用した食品の自然環境への影響や安全

性等についての意識調査をしておりますが、

今年度におきましても、６割を超える方が「不

安に思う」と回答しています。 

こうした状況を踏まえ、遺伝子組換え作物

・食品について、正確な情報の共有をはじめ、

消費者や生産者、食品事業者、研究者など関

係者が相互に理解を深められるよう、Ｗｅｂ

も活用しながら、定期的に情報提供や意見交

換を行うリスクコミュニケーションを実施す

るとともに、ホームページやメールマガジン

等を活用して、分かりやすい情報の提供に取

り組み、道民の皆様の安全で安心な食品を選

ぶ機会の確保に努めてまいります。 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方 

○ 遺伝子組換え作物の安全性について、ど 

のような評価がなされても、消費者に選ぶ 

権利を残すべきであり、「遺伝子組換え」 

食品に対する表示は、量の多寡にかかわら 

ず必須と考える。 

 

 

 

道では、ＥＵと同様に遺伝子組換え表示義

務を全ての食品や飼料等に拡大するなど、遺

伝子組換え作物等の流通に関する制度の充実

・強化を図ることを国に対して要望していま

す。 

引き続き、国に対し、遺伝子組換え作物等

に関する表示制度の充実を求めていきます。 

 Ｃ 

○ ゲノム編集技術を応用した作物・食品は、 

遺伝子を操作するという意味では、遺伝子 

操作生物であり、ゲノム編集は遺伝子を改 

編していないと誤解を与えてはならない。 

 

 ゲノム編集技術で得られた作物のうち移入

された核酸又はその複製物が残存しているも

のは、カルタヘナ法で規定する遺伝子組換え

作物となり、本条例の対象となります。 

 また、ゲノム編集技術は新しい技術であり、 

先般の道民意識調査においても、５割の方が

「不安に思う」などと回答されたほか、２割

の方が「わからない」と回答されるなど、十

分に道民の皆様に周知されていない状況とな

っています。 

 このため、国に対し、ゲノム編集技術やこ

れを活用した食品についての国民への丁寧な

説明を求めるとともに、正確な情報の提供に

取り組んでいきます。 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方 

○ ゲノム編集技術応用食品が本道で実用化 

されると交雑の危険性が増し、消費者の購 

買行動にも影響しかねないことを懸念す 

る。 

 

ゲノム編集技術で得られた作物のうち移入

された核酸又はその複製物が残存しているも

のは、カルタヘナ法で規定する遺伝子組換え

作物となり、本条例の対象となります。 

また、遺伝子組換えに該当しないゲノム編

集技術で得られた農林水産物は、食品として

の安全性や生物多様性の確保などの観点から

問題がないことを確認した上で栽培や市場流

通されています。 

一方、ゲノム編集技術は新しい技術であり、

先般の道民意識調査においても、５割の方が

「不安に思う」などと回答されたほか、２割

の方が「わからない」と回答されるなど、十

分に道民の皆様に周知されていない状況とな

っています。 

このため、国に対し、ゲノム編集技術やこ

れを活用した食品についての国民への丁寧な

説明を求めるとともに、正確な情報の提供に

取り組んでいきます。 

 Ｃ 

○ 本条例の 2022 年の改正では、食用や飼料

用の遺伝子組換え作物以外は一律に規制対

象外としたが、観賞用として将来、どのよ

うな遺伝子組換え作物が開発されるか予見

できない中、食用や飼料用以外の遺伝子組

換え作物を一律に認めることは危険であ

る。 

道民の安全・安心を求める思いに応えた

本条例の主旨を守り続けていただきたい。 

 

 2022 年の改正では、本条例が食の安全･安心

を守るためのものであることを明確にするた

めに、観賞用の花きなどを対象外としたとこ

ろであります。 

条例の対象外となる観賞用の花きなどにつ

いても、自生する野生種との交雑や駆逐の可

能性、野生動植物に対する有害物質の生産の

有無などの審査を経たもののみが、カルタヘ

ナ法に基づく承認を受け、その際に国民への

健康に対する危険も考慮するとされており、

生態系や人の健康への影響はないと考えてい

ます。 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方 

○ ゲノム編集技術には、狙った個所以外の 

遺伝子を傷つける「オフターゲット」の問 

題や、遺伝子の改編を確認するマーカーと 

して抗生物質耐性遺伝子が使われ、残留し 

た場合、人や動物が摂取して抗生物質耐性 

がつく危険性がある。 

 ゲノム編集は、自然界又は従来の品種改 

良で起こる変化の範囲内であるため、「遺 

伝子組換え技術に該当しない」として、安 

全性審査は不要とされるが、オフターゲッ 

トや抗生物質耐性遺伝子の問題は、まさに 

「自然界又は従来の品種改良」では起きえ 

ない。 

消費者の危惧・懸念がぬぐえない以上、 

ゲノム編集は届け出でなく、より厳格な審 

査制を採用し、少なくとも食品表示は必須 

と考える。 

 

ゲノム編集技術で得られた作物のうち移入

された核酸又はその複製物が残存しているも

のは、カルタヘナ法で規定する遺伝子組換え

作物となり、本条例の対象となります。 

また、遺伝子組換えに該当しないゲノム編

集技術で得られた農林水産物については、関

係省庁が開発者等からの事前相談を受け、学

識経験者等に意見を伺い、内容に疑義がない

ことを確認するなどの手続きを経て届出を受

理し、食品としての安全性や生物多様性の確

保などの観点から問題がないことを確認した

上で栽培や市場流通されています。 

一方、この技術は新しい技術であり、先般

の道民意識調査においても、５割の方が「不

安に思う」などと回答されたほか、２割の方

が「わからない」と回答されるなど、十分に

道民の皆様に周知されていない状況となって

います。 

このため、国に対し、ゲノム編集技術やこ

れを活用した食品についての国民への丁寧な

説明や、食品の安全性に関する食品表示の創

設などを求めるとともに、正確な情報の提供

に取り組んでいきます。 

 Ｃ 

 


